
国民の永い運動の結果、無年金対策法が成立し、

2017年8月1日から、年金の保険料を納めた

期間が10年以上あれば、年金を受け取ること

ができるようになります。

日本年金機構は、すでに対象者に年金請求書

を順次郵送しています。（右の表）

｛資格期間とは…｝

◎ 国民年金をおさめた期間と申請免除の期間

◎ 会社に勤めていた期間（社会保険に加入）

・また、サラリーマンの妻であった期間、海外

に住んでいた期間、脱退一時金を 受け取った人

も「カラ期間」として「資格期間」にカウント

される場合があります。確認してみましょう

該当する人には、右上の表の順で、「年金請

求書」が送られてきています

請求書が届いたら…

・ 請求書と住民票など必要書類を添えて、すぐ

に年金機構に提出しましょう

ご存知ですか

年金受給資格要件が25年から10年になりました
あきらめていた方もまず確認を！
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送付されてくる時期 請求書が送付される人の生年月日

① ２月下旬～３月下旬 Ｔ15年４月2日～Ｓ17年4月1日

② 3月下旬～4月下旬 Ｓ17年4月2日～Ｓ23年4月1日

③ 4月下旬～5月下旬 Ｓ23年4月2日～Ｓ26年7月1日

④ 5月下旬～6月下旬
Ｓ26年7月2日～Ｓ30年10月1日

Ｓ26年7月2日～Ｓ30年8月1日

➄ 6月下旬～7月上旬
Ｓ30年10月2日～Ｓ32年8月1日

Ｔ15年4月1日以前

◎ ④ 上段ー女性 下段ー男性 ◎Ｔは大正 Ｓは昭和

◎ ⑤ 共済に加入した期間のある人は、すべて⑤の時期

詳しくは、

市役所保険年金課

または

年金ネット専用ダイヤルへ

０５７０－０５８－５５５

今から保険料を納めて年金額を増やすこともできる？

共謀罪法案を廃案に！

連日 江南駅やスーパー前で宣伝行動

緊急署名にご協力をお願いします


